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１．「賃貸住宅が借りられない」

２．居住支援を必要とする人達

３．住宅セーフティネット法改正
他省庁での関連施策

４．居住支援の進め方

５．単身社会と日常生活の支援

６．地域で支える・地域で暮らす



単身高齢者の賃貸住宅探し1

一橋桐子（76）の犯罪日記（NHK2022）

NHKHPより

76歳、未婚。
身寄りなし。
貯金ほぼなし。
国民年金。
パチンコ店清掃パート
体調良好。

⚫ 賃貸物件に友人と二人で暮らす。友人死亡。
⚫ 「この家、どうします？一人では家賃無理ですよね…」
⚫ 「お年よりをいやがる大家さんも多いですし…」
⚫ エレベーターなしの3万以下のボロ木賃アパートへ
⚫ 「出るわよ、この部屋。前の住人が先月死んだの…」

原作：原田ひ香



１ 新聞記事から

「資産１億円でも入居の壁」（男性88歳）

⚫ 6,000万円の預貯金
⚫ 区内のマンション所有
⚫ 子どもなし
⚫ 東京都港区で物件探し
⚫ 紹介できるお部屋ありません

⚫ 緊急連絡先なし
⚫ 70歳以下の保証人求められる

⚫ 最終的には縁のあった不動産
会社経由で決まる

日経新聞：2024年12月29日配信



１ 賃貸借契約までの壁の連続

身寄り
なし

緊急連絡先
なし

孤独死
事故物件

死亡時の
対応

介護…
認知症…



基盤となる住宅がぐらついていると、
暮らしそのものが安定しない



政府の責任についての人々の意識

出典：武川正吾「2000年代の社会意識の変化」武川・白波瀬和子編『格差社会の福祉と意識』東京大学出版会、2012

１

2000年 2005年 2010年

雇用 55.2 63.5 67.1

物価の安定 89.8 - -

医療 75.2 82.9 86.4

高齢者の生活保障 76.0 81.6 82.6

産業の成長 61.0 56.9 76.0

失業者の生活保障 45.3 67.4 80.7

所得再分配 43.4 49.1 52.9

奨学金 53.8 69.3 60.8

住宅の提供 34.0 43.0 39.7

環境保護 82.5 90.0 86.0

育児・子育て 61.2 84.7 81.3

高齢者介護 - 91.7 92.3

障害者介助 - 93.8 93.6

「政府の責任」「どちらかといえば政府の責任」と答えた人の合計（％）



２ 住宅確保要配慮者とは

国交省資料



住宅・土地統計調査（総務省2018）を用いたオーダーメード集計により提供を受けた成果物をもとに作成、平均家賃には家賃0円の世帯を含む

２ 単身高齢者と民間賃貸住宅

単身高齢者
638万世帯

民間賃貸
138万世帯
(21.7%)

所有形態

持ち家
422万世帯
(66.2%)

公営・UR公社住宅
74万世帯
(11.6%)

地域
民間賃貸
138万世帯

横浜市・川崎市・相模原市・千葉市・さいたま市

京都市・大阪市・堺市・神戸市

札幌・仙台・新潟・静岡・浜松・名古屋・

岡山・広島・福岡・北九州・熊本

東京市部・4.7万世帯

東京23区・18万世帯(12.9%）

65万世帯
（47.2%）

年収

民間賃貸
138万世帯

200万円以上
28万世帯
(31.4%)

～200万円未満
63万世帯
（45.5%）

100万円未満
27万世帯
(19.8%）

政令市＋東京23区＋東京市部以外
73万世帯
52.8%



入居制限の状況２

国交省資料



大家さんはなぜ
貸すのをためらうのだろうか？

「あんたらは入れたらおしまいだけど、
こっちはその先があるんだから…」



２ 借地借家法

「・・・日本では司法によって借家人の居住権が保護されてい
るともいえる。ただし、この場合、居住権は所有者と借家人と
いう私人間の契約関係のなかで保護される。要するに、所有者
に借家人を保護する義務を負わせているのである。そこには基
本的に行政は介在していない。」
「・・・所有者は、自らの権利に対して、いつ、どの程度の制
限が加えられるかを予測できない。そのため所有者は、新規の
借家人に対して、きびしい入居審査を行なったり、リスクを織
り込んだ割高な家賃を要求したり、住宅の質を切り下げたりす
るだろう。すでに住宅を借りている者の居住権はある程度保護
されるが、これから借りようとする者への入居差別には規制は
及ばない。」

参照：スチュアート・ロー著、祐成保志訳、「イギリスはいかにして持家社会となったか」



３ 住宅セーフティネット法/本年10月

国交省資料



国交省資料



国交省資料



国交省資料



関連する様々な施策（厚労省ほか）

生活困窮 高齢者

＜困窮施策＞

自立相談支援

居住支援事業

すまこま

＜高齢者施策＞

地域包括支援センター

地域ケア会議

安心住まい確保事業

３

＜包括的支援体制＞ 重層的支援体制整備事業

＜障害者施策＞

居住サポート事業
＜生活保護施策＞

被保護者地域居住支援事業

⚫ 罪を犯した人の居住支援（入口と出口の双方で居住支援有）
⚫ 身寄り（高齢者等終身サポート、新日常生活自立支援事業）

＜地域共生社会のあり方検討会＞



関連する様々な施策（厚労省ほか）３

厚労省資料



政策や制度は色々とあるが

分野を超えている
業界を超えている

足元に立ち返って、
具体の実践から考えてみる



４ 住まいの相談①

・今住んでいる物件が半年後に取り壊し予定
・年金8万円、就労6万円、預貯金400万円、車保有
・現在の物件は5万円
・仕事はビルの清掃員
・頼れる親族はいない、友人あり

・不動産屋さんを何軒か回ったが、緊急連絡先がないの
で、みつからないといって地域包括支援センターに
相談にきた

Ａさん（女性・70代・単身）



４ 住まいの相談②

・軽度の知的障害があり、障害者雇用で働いている
・障害年金5万円と就労7万円
・父親宅（持ち家）からの独立を希望
・ＧＨではなく、アパートでの一人暮らしを希望
・掃除、洗濯、簡単な調理などはまだ習得していない
・体調管理、金銭管理、近隣との付き合いもこれから
・父親が不動産仲介で見つけることができず、懇意の
家主さんにもあたったが見つからない
・相談支援事業所に相談にやってきた

Ｂさん（男性・30代・父親と同居）



４ 住まいの相談③

・正規雇用で勤めていた会社を5年前に定年退職
・年金20万円で生活。
・物件がみつからないと、困窮の自立相談の窓口に

この年金で、お子さんもいるのになぜ？と聞いてみると…

・ひきこもりの息子が暴れる、経済的DVも
・メンタル不調だが、外出を制限され、受診できていない
・家計も厳しい、家賃も滞納している
・実は保証会社の審査が通らなかった

・かなりの困難ケースで重層で対応することとなった。

Ａさん（女性・70代・息子と二人暮らし）



家主

仲介業者
借りたい人

相談援助職

代弁機能

４ 住宅を借りるまでの登場人物

管理会社

家主の不安を軽減しながら
借りられるように環境を整えていく

仲介物件・管理物件・自社物件

自主管理もあるが通常は
管理を不動産会社に委託

保証会社

保証会社は管理会社に紐づいていることが大半
（この物件を借りるなら保証会社はここ）



定着支援

入居から退去までの支援過程４

来
所

相談

ｱｾｽﾒﾝﾄ
ニーズ把握
方向性共有

安否確認
生活支援
社会参加
福祉ｻｰﾋﾞｽ

賃貸借契約締結

引っ越し

ﾏｯﾁﾝｸﾞ

契約に向け
た課題解決
選択肢提示
自己決定

死亡退去

契約解除
残置物処理
各種手続き
葬儀埋葬

＜活用＞
居住支援協議会
居住支援法人

緊急連絡先

家賃債務保証

見守りシステム

死後事務委任

代理納付
（生保）

地域包括・ケアマネ
ケースワーカー

生困の自立相談の職員

家主の安心
管理会社の理解



＜本人と調整＞
不動産業者紹介
物件紹介
内覧同行

契約＆引っ越し
緊急連絡先
保証人

家賃債務保証
商品・保険契約

ストラクチャー
プロセス①
住宅確保

プロセス②
見守り～つながり

＜相談窓口＞

＜生活支援＞
買い物/家事支援
金銭管理

健康管理(含服薬)

＜つながり＞
ご近所・サロン
就労支援

＜死亡時＞
賃貸借契約解除
残置物処理
葬儀・納骨
遺言・相続
ほか各種手続き

＜住宅＞
一般仲介物件
ﾏｽﾀｰﾘｰｽ物件

支援団体所有物件

プロセス③
退居

＜サービス調整＞
医療・介護・障害
生困・生保等＜家主と調整＞

賃借人の情報提供
商品・保険紹介
見守り体制確保
緊急連絡先調整

住
宅
の
確
保

地
域
居
住
の
実
現

アウトカム

＜見守り＞
安否確認

緊急通報・駆付け
定期訪問・相談

＜権利擁護＞
成年後見、日常生
活自立支援事業等

＜一時居住＞
一時生活支援
シェルター

＜支援の標準化＞
標準的な相談体制
ｱｾｽﾒﾝﾄﾂｰﾙ

支援マニュアル
不動産店との連携
活用する保険商品
転宅後の支援体制

実践を重ねるなかでストラクチャーに、標準的な相談体制、アセスメントツー
ル、活用する保険商品、転宅後の支援体制等が蓄積され、支援の標準化が進む。

４ 居住支援のロジックモデル

社
会
参
加

＜支援付住宅＞
居住サポート住宅

居
住
継
続



住宅確保と入居後支援４

住宅確保

債務保証
緊急連絡先
代理納付
ICT見守り

ストラクチャー
プロセス①
住宅確保

プロセス②
見守り～つながり

プロセス③
退居

＜相談窓口＞

退去

物件の
掘り起こし

協力不動産回り
各種支援策構築

入居後支援

人による見守り・生活支援・制度サービス
権利擁護

就労・社会参加・つながり

死後事務委任
葬儀・納骨
残置物処理・賃貸借契約解除

居住支援協議会
重層・多機関協働
生活困窮・基幹包括
社会福祉協議会

ケアマネ・包括等

×住宅を確保した後に入居後体制を構築すればよい
〇入居後体制を整えることで住宅確保がスムーズに

同時並行！

福祉系
相談員

本人

住宅系
相談員



４

不動産仲介顧客へ

身寄りのいない単身高齢者
（下記＋緊急連絡先確保）

単身高齢者
（ ICT＋債務保証＋死後事務）

福祉の総合相談

相談窓口
✓ 各自治体の既存の相談体制を活かして検討
✓ 不動産仲介の顧客にしていく視点も必要
✓ 予防的居住支援に手がついていない

居住不安定期

生
活
課
題
の
複
雑
さ

高

無

通常の

福祉的支援

の範囲

虐待

多問題家族

多重債務

ごみ屋敷

居住安定期

やや複雑な

居住支援

シンプルな
居住支援

高齢/障害/子ども/保健等の窓口

住宅部局の住まい相談

予防的居住支援
（契約更新時に対応）

(ICT、終身建物、家賃債

務保証、死後事務等）

複雑困難な居住支援

強制退去
＋ 家族分離

車上

福祉的な

生活課題なし

生活困窮の窓口



住まいのソーシャルワーク

住まいのソーシャルワーカー



⚫高齢分野の相談援助職の方から

住まいのソーシャルワーク、多くの方ができた方が
良いという点は同意だが、ケアマネジャーが行うのは
現実的ではないと感じる。これ以上シャドーワークを
増やすことは難しい。地域包括支援センターも様々な
事業を抱えており、報酬もセットで考えてほしい。

⚫精神分野の相談援助職の方から

どこの分野と接続したらいいのかという質問には、
なかなか答えられませんでした。精神障害の分野では
居住支援は当たり前にやってきたので、住まい相談だ
けを切り取った支援は考えられませんでした。



サポーティブ関係 支援対象関係顧客関係

民間セクターインフォーマルセクター 専門職セクター

家族・友人・知人 不動産事業者 相談援助職

Ａルート
(不動産系相談員)

Ｂルート
(福祉系相談員)

居住支援の相談の領域
ふつうの相談

東畑開人「ふつうの相談」、金剛出版、2023 の考えをベースに加筆

居住支援における相談の位置づけ４



５ 身近な単身者のサポート体験

・シニアマンションに居住。要介護状態の夫が死亡し、単身化。
認知機能低下。子どもなし。地方在住。

・葬儀納骨：葬儀、位牌注文、四十九日手配、納骨
・死後事務：行政手続、民間各種契約解除、遺族年金、支払い
・相続手続：信託銀行に遺言書、領収書集め、財産探しと確認

・金銭管理：各種支払い、銀行引き落とし、口座管理
・転居支援：住まい探し、身元引受人
・住宅売却：急ぎではないので、たぶん数年は放置か

・日々細々：話し相手、ｹｱﾏﾈ連携/差配、雑貨ネット購入

親族Ａさん（女性・80代・単身）



５ 単身者予備群のサポート体験

・夫婦で戸建て持家。妻要支援。認知機能低下なし。子近居。

・生活支援：家電購入、粗大ごみ、部屋の片づけ
：食事の届け

：墓参り同行、買物同行（洋服、雑貨）

・各種事務：要介護認定、ワクチン接種、粗大ごみ手続き
：医療機関や歯科や福祉サービスなどの変更・開始

・金銭管理：口座集約、新たな銀行引き落とし書類記入

・妻が単身になったら、一人暮らしは難しいだろう

親族Ｂさん（夫婦・80代）



５ 居住支援から住まい支援へ
＜居住支援とは＞ 以下を連続的・一体的に提供する取組み
①住まいに関する相談
②物件の紹介・内覧同行・家賃債務保証等の入居前の支援
③見守り・トラブル対応・残置物処理等の入居中（退居時）の支援

居住支援協議会設立の手引き（令和7年3月改訂）

見守り 退居時住宅確保すまい相談

特養
介護医療院

自宅（持家・公営・ＵＲ・民賃・ｼﾆｱ住宅）

居住支援
老健

養護老人ホーム・軽費老人ホーム

有料
サ高住

＜住まい支援は居住支援を含んだもの＞

制度で保障されている医療/介護等

日常生活の支援 いわゆる身寄り問題

身元保証あるいは準じたもの（持ち家とＵＲ以外すべて）



５ 住まい支援の本質

その人の尊厳を護る

住宅
福祉
介護×

居住支援で先行して表面化する権利擁護が
いわゆる身寄り問題である

家族が担ってきた機能をどう組み立てるか



介護保険上の「生活支援」

家族に代わって行う
「日常生活の支援」

※介護保険の創設により「介護」
は家族機能から外部化

安否確認/対面
掃除・買物・調理
移動支援
ゴミ出し

日常的な金銭管理
支払い代行

通院同行
入退院支援
服薬確認

各種手続き支援
福祉サービスへのつなぎ
担当者会議同席

安否確認/ICT

時間を共に重ねること、そのなかで気づく変化
何気ない会話、相手への関心・気遣い・配慮

基盤となる信頼関係

携帯操作支援
引越し・家財設置

葬儀・納骨
死後事務
残置物

５ 家族に代わって行う日常生活の支援

相談

情緒的
サポート



居住支援の包括性

作成：筆者

権 利 擁 護

家
計

生きがい

家
族

生き
づらさ

本人

５

身 寄 り



５

『この事業は社会福祉士が堅持する権利擁護の
視点と駆使するエンパワーメントやストレングス
視点、自己決定尊重等、すべての援助技術を活用
して取り組まなければ成し遂げられないものです
。私ども埼玉県社会福祉士会は組織を挙げて専門
性を発揮し、さまざまな関係者と連携して、利用
者1人ひとり生活力を回復して、「その人にふさ
わしい生活環境」を整え、「自分らしい人生を送
ることができる」ように支援することとしていま
す。』

出典：青木孝志：住まいから暮らしを支え、自立を支援する－埼玉県住宅ソーシャルワーク事業の実践から
、地域ケアリングVol.16,No.6,2014



住宅を確保できればいいわけじゃない
私たちは

住まいを求めて生きている

住まいを語ることは暮らしを語ること



６ 住宅と住まいの違い

住宅
house

地域
community

住まい
home

住まいを語ることを暮らしを語ること
暮らしは地域のなかで営まれるもの

居住水準・空間
費用負担
所有形態
契約

ケア・サポート
関係性・信頼
主意識
愛着

参加・参画



６ つながり と 身寄り

原田ひ香「一橋桐子（76）の犯罪日記」、徳間書店、2020

原作の結末

⚫ 清掃先の若い男性経営者：直接雇用で掃除を
⚫ 10代の新しい友達：「定期的に会うから大丈夫」（見守り）
⚫ 大家と不動産仲介：アパートの掃除を
⚫ 民生委員、ケアマネ、さいごには生保申請あります
⚫ 若い男性経営者：「僕一人で桐子さんの世話を見るのは少し
難しい。でもみなでバックアップ。保証人なります。」

友人・知人・家主と
仲介が協力し、物件
に住み続ける

テレビの結末

亡き友が所有する瀬
戸内の島の物件に心
機一転引っ越し。



入居後の支援６

⚫ 平均年齢60歳 高齢化団地
⚫ 管理人になった79歳の桐子
⚫ 「ここの改革、それはまぁ、二次的なことで、一人でも、
孤独だったり、不幸だったりする人を助けられたら、これ
以上よいことはありません」



６

気づきのネットワーク/身近な人

気づきのネットワークを作り続けること
二つを結びつけること

＋

支援のネットワーク/専門職

家族・親族
友人・知人・ご近所
管理人・馴染みの店

being

doing



地域の関係者とともに進める

使命感で
一人で進む

スタート地点

仲間づくり

仲間を募り
切磋琢磨し
みんなで進む
楽しむ

個別ケース検討
共通課題抽出

本人が望む
住まいと
住まい方

体
制
づ
く
り

価値
づくり

杉田泉（2024年度日本社会事業大学福祉実践フォーラム投影資料）をもとに作成

地
域
づ
く
り

６
⚫ 不案内な分野の鍵を開け、教えを乞い、「極上の料理人になれ」
⚫ ない素材は社会資源としてつくっていけばいい
⚫ コアをぶれずに持ち続ける



ありがとうございました
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